




 表－４７　地下水揚水規制

適 用 業 種
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・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

適 用 業 種

・・・・・・・・

・・・・・・・・

表－４８　井戸・揚水設備の届出状況 平成２５年３月３１日現在

S５９．６．５  地域指定

工 業 用 水 法

区　　　　分

許 可 工 場 ・ 設 備 数

井 戸

79

県 民 の 生 活 環 境 の
保 全 等 に 関 す る 条 例

（愛知県環境部資料）

工 場 等

64

揚 水 設 備

608

工 場 等

349

一宮市はじめ尾張１１市町村

経　　　　　　過

規　制　地　域

井 戸 の
許 可 基 準

規制内容 ス ト レ ー ナ ー の 位 置 １０ｍ以浅又は２，０００ｍ以深であること

吐 出 口 の 断 面 積 １９ｃ㎡以下であること

工業用途

工業用水法（昭和３１年法律第１４６号）

一 日 の 総 揚 水 量 ３５０ 以下であること

揚水設備の
許 可 基 準

みなし許可。ただし、１日当たり350 をこえるもので工業用、建築物用、温泉用、鉱業
用、工業用水道事業用は、第１規制区域ではS５１．１．１以後、第２規制区域ではS５２．
４．１以後総揚水量を２０％削減

ス ト レ ー ナ ー の 位 置

原 動 機 の 定 格 出 力 ２．２ｋＷ以下であること

第２　　〃　　　 　（一宮市等）

第３　　〃　　　 　（春日井市等）

既 設 の
経 過 措 置

１０ｍ以浅であること

１９ｃ㎡以下であること

吐出口の断面積１９ｃ㎡をこえるものは、水量測定器設置、揚水量報告義務そ　　　の　　　他

県民の生活環境の保全等に関する条例

S４９．９．３０  揚水規制

S５１．４．１　  地域拡大
経　　　　　　　　　過

吐 出 口 の 断 面 積

規制内容

一般家庭用を除く全用途

規　　制　　地　　域

      （工業用水法の指定
       地域を除く）

第１規制区域　　（稲沢市以南）










